
長野県無人航空機利用空中散布等作業指導要領一部改正 新旧対照表 

新 旧 

平成５年４月９日付け ５農技第 28号農政部長通知 

平成12年７月５日付け 12農技第316号農政部長通知一部改正 

平成18年４月３日付け 18農生第 18号農政部長通知一部改正 

平成18年11月１日付け 18農技第 17号農政部長通知一部改正 

平成21年８月４日付け 21農技第276号農政部長通知一部改正 

平成22年３月10日付け 21農技第592号農政部長通知一部改正 

平成24年３月12日付け 23農技第615号農政部長通知一部改正 

平成28年２月23日付け 27農技第612号農政部長通知一部改正 

平成29年４月１日付け 28農技第661号農政部長通知一部改正 

平成30年２月23日付け 29農技第525号農政部長通知一部改正 

令和２年１月21日付け 元農技第589号農政部長通知一部改正 

令和３年４月26日付け  ３農技第70号農政部長通知一部改正 

令和６年３月21日付け ５農技第826号農政部長通知一部改正 

 

第２ 実施計画の策定と届出 

１ （略） 

 

２ 無人ヘリコプターによる空中散布を実施する場合、防除実施者又は空中

散布を他者に委託しようとする者（以下「実施主体」という。）は、次の方

法により実施計画書を策定するものとする。 

 

（１）書面様式を用いた策定の場合 

様式第１号を策定する。 

 

第３ 実施計画書の受理 

１～６ （略） 

 

７ 農業技術課長は６の報告を受けた場合は、農林水産省関東農政局及び登

録認定機関等へ報告するものとする。 

 

 

第５ 実施報告書の提出 

平成５年４月９日付け ５農技第 28号農政部長通知         

平成12年７月５日付け 12農技第316号農政部長通知一部改正 

平成18年４月３日付け 18農生第 18号農政部長通知一部改正 

平成18年11月１日付け 18農技第 17号農政部長通知一部改正 

平成21年８月４日付け 21農技第276号農政部長通知一部改正 

平成22年３月10日付け 21農技第592号農政部長通知一部改正 

平成24年３月12日付け 23農技第615号農政部長通知一部改正 

平成28年２月23日付け 27農技第612号農政部長通知一部改正 

平成29年４月１日付け 28農技第661号農政部長通知一部改正 

平成30年２月23日付け 29農技第525号農政部長通知一部改正 

令和２年１月21日付け 元農技第589号農政部長通知一部改正 

令和３年４月26日付け ３農技第70号農政部長通知一部改正 

 

 

第２ 実施計画の策定 

１ （略） 

 

２ 無人ヘリコプターおよび無人マルチローターによる空中散布を実施する

場合、防除実施者又は空中散布を他者に委託しようとする者（以下「実施

主体」という。）は、次の方法により実施計画書を策定するものとする。 

 

（１）書面様式を用いた策定の場合 

様式第１号及び様式第２号を策定する。 

 

第３ 実施計画書の受理 

１～６ （略） 

 

７ 農業技術課長は６の報告を受けた場合は、無人ヘリコプターによる空中

散布に限り、農林水産省関東農政局及び登録認定機関等へ報告するものと

する。 

 

第５ 実施報告書の提出 



 

 

 

１ （略） 

（１） 書面様式の場合 

無人ヘリコプターは様式第１号を無人マルチローターは様式第２号を提

出するものとする。 

 

第９ 補則 

 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。  

 

附則 

 この要領は、令和３年４月26日以降に実施する無人航空機を利用して行う

空中散布について適用する。 

 

 

附則 

 この要領は、令和６年４月１日以降に実施する無人航空機を利用して行う

空中散布について適用する。 

 

１ （略） 

（１）書面様式の場合 

様式第１号及び様式第２号を提出するものとする。 

 

 

第９ 補則 

 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。  

 

附則 

 この要領は、令和３年４月26日以降に実施する無人航空機を利用して行う

空中散布について適用する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



旧 

（様式第１号）                                                   令和  年  月  日 

病害虫防除所長 様                                               

届出者（氏名または団体名） 

                 

令和  年度空中散布実施（計画・報告）書【無人ヘリコプター・無人マルチローター】※どちらかに○印 

実施主体名 

（下記より選択） 

オペレーター氏名 

（下記より選択） 
機体登録記号 

 

該当市町村地区※１ 

（必ず散布する地区

名まで記載すること） 

実施予定 

日時※１ 

（実施日時） 
（実施予定は具体的に記載すること） 

防除委託者名 防除実施者名 氏 名 技能認定証番号 予備日時 

☐ 本人、届出者 

☐ 委託者あり 

 （委託者がある場合、下

記に団体及び氏名を記載

すること） 

 

 

 

☐ 届出者に同じ 

☐ 届出者と異なる 

  （届出者が異なる場合、

下記に団体及び氏名を記

載すること） 

 

☐ 届出者に同じ 

☐ 届出者と異なる 

 （届出者が異なる場合、

下記に団体及び氏名を記

載すること） 

 

    

 

 

 

 

 

作物名※1 

（下記より選択） 

実施面積※1 

散布機数※１ 
散布農薬名※1 

10a当たり 

散布量 

相談窓口※２ 

（報告の際は、住民等からの意見や問合せ及び対応を記載すること） 

（下記より選択） 
備考 

☐ 水稲 

☐ 大豆 

☐ 小麦 

☐ マツ 

☐ その他（   ） 

 

ｈa 

 

 

機 

  ☐ 届出者と同じ 

連絡先：  

☐ 届出者と異なる 

  所属先： 

 氏名： 

  連絡先： 

 

 



※１の項目は無人ヘリコプターのみ、病害虫防除所の HP に掲載する際の公表事項。ただし、無人マルチローターは病害虫防除所に情報提供の依頼があった場合は、情報提供

する。 

※２の項目は病害虫防除所に問合せがあった際に当該者に情報提供する。 

 

◆記載注意事項 

(1) 計画（報告）書は全ての項目を必ず記載すること。 

(2) 技能認定証番号欄には、操縦者の能力等に関する基準を制定している団体等により講習会を受講し、技能認証を受けている場合は、当該認証の番号を記載すること。 

  技能認証番号を有しない場合は空欄とする。 

(3) 機体登録記号欄には、登録代行機関により性能等の確認を受けている場合は、登録代行機関が発行する機体の識別番号を記載すること。 

登録代行機関が発行する機体の識別番号がない場合は、機体を識別できる製造番号等を記載すること。 

機体登録番号がない方は機体名を記載すること。 

(4) 散布農薬ついて、長野県では空中散布における有機リン系農薬を自粛しているため、留意すること。 

(5) 相談窓口には、住民等からの問い合わせに対応できる者（防除委託者、防除実施者等）を記載すること。 

  なお、連絡先は電話番号またはメールアドレスを記載すること。 

 

添付書類 

・様式第２号 

・実施区域の地図（１／１０，０００程度）  （実施報告書では、実施計画届の内容と変更のない場合は省略できることとする。） 

・実施報告書では、様式第３号の写しまたは周知文書等。また、周辺住民等から意見や問い合わせ等があった場合には、その内容と対応状況等を記載した書類等 

 

 



新 

（様式第１号）                                                   令和  年  月  日 

病害虫防除所長 様                         

届出者（氏名または団体名） 

                 

令和  年度無人ヘリコプター空中散布実施（計画・報告）書 ※どちらかに○印 

実施主体名 

（下記より選択） 

オペレーター氏名 

（下記より選択） 
機体登録記号 

 

該当市町村地区※１ 

（必ず散布する地区

名まで記載すること） 

実施予定 

日時※１ 

（実施日時） 
（実施予定は具体的に記載すること） 

防除委託者名 防除実施者名 氏 名 技能認定証番号 予備日時 

☐ 本人、届出者 

☐ 委託者あり 

 （委託者がある場合、下

記に団体及び氏名を記載

すること） 

 

 

 

☐ 届出者に同じ 

☐ 届出者と異なる 

  （届出者が異なる場合、

下記に団体及び氏名を記

載すること） 

 

 

 

☐ 届出者に同じ 

☐ 届出者と異なる 

 （届出者が異なる場合、

下記に団体及び氏名を記

載すること） 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

作物名※1 

（下記より選択） 

実施面積※1 

散布機数※１ 
散布農薬名※1 

10a当たり 

散布量 

相談窓口※２ 

（報告の際は、住民等からの意見や問合せ及び対応を記載すること） 

（下記より選択） 
備考 

☐ 水稲 

☐ 大豆 

☐ 小麦 

☐ マツ 

☐ その他（   ） 

 

ｈa 

 

 

機 

  ☐ 届出者と同じ 

連絡先：  

☐ 届出者と異なる 

  所属先： 

 氏名： 

  連絡先： 

 

 



※１病害虫防除所の HPに掲載する際の公表事項。 

※２問合せがあった際に当該者に情報提供する。 

 

◆記載注意事項 

(1) 計画（報告）書は全ての項目を必ず記載すること。 

(2) 技能認定証番号欄には、操縦者の能力等に関する基準を制定している団体等により講習会を受講し、技能認証を受けている場合は、当該認証の番号を記載すること。 

  技能認証番号を有しない場合は空欄とする。 

(3) 機体登録記号欄には、登録代行機関により性能等の確認を受けている場合は、登録代行機関が発行する機体の識別番号を記載すること。 

登録代行機関が発行する機体の識別番号がない場合は、機体を識別できる製造番号等を記載すること。 

機体登録番号がない方は機体名を記載すること。 

(4) 散布農薬ついて、長野県では空中散布における有機リン系農薬を自粛しているため、留意すること。 

(5) 相談窓口には、住民等からの問い合わせに対応できる者（防除委託者、防除実施者等）を記載すること。 

  なお、連絡先は電話番号またはメールアドレスを記載すること。 

 

添付書類 

・様式第２号 

・実施区域の地図（１／１０，０００程度）  （実施報告書では、実施計画届の内容と変更のない場合は省略できることとする。） 

・実施報告書では、様式第３号の写しまたは周知文書等。また、周辺住民等から意見や問い合わせ等があった場合には、その内容と対応状況等を記載した書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■危被害防止対策 

【入力は選択方式（２～３は複数選択可）。計画書の場合は実施内容（予定を含む）を記入し、報告書の場合は実施実績を記入する。】 

 

■危被害防止のための自主散布基準（※該当箇所を選択。散布基準を添付してもよい（その場合は記入不要）） 

☐ 農林水産航空協会マニュアルによる 

☐ 自主基準 

・住宅地や公共施設等からの距離：    ｍ以内のほ場は散布しない。 

 ・散布を中止する場合の風速：     ｍ／秒の時には散布を中止する。 

 ・上記以外に危被害防止のために設定している散布実施基準の内容 

 

 

 
 

 
 

 
 

項  目 具体的な実施内容（実績）  

１ 航空法における国土交通省への申請 ☐ 申請済       ☐ 申請中 

２ 周辺地域住民等への周知（相談窓口周知も含む） 

☐ 文書による通知、配布    ☐ チラシ（文書含む）回覧    ☐ 看板等の掲示 

☐ 有線・無線放送による通知  ☐ 委託者からの周知       ☐ 該当物件等なし 

☐ その他（                                    ） 

３ 学校、病院等周辺公共施設への周知（相談窓口

周知も含む） 

☐ 訪問による文書通知、配布  ☐ 郵送による文書通知   ☐ チラシ（文書含む）回覧 

☐ 周辺に該当施設等なし    ☐ その他（                    ） 

４ 周辺養蜂への周知（相談窓口周知も含む） 
 ☐ 文書による通知、配布（訪問も含む）   ☐ 危被害防止連絡会議に報告 

 ☐ 周辺に該当なし       ☐ その他（                    ） 

５ 実施計画の掲示場所 
 ☐ 相談窓口 

 ☐ その他（                                    ） 



旧 

（様式第２号） 

■危被害防止対策 

【入力は選択方式（２～３は複数選択可）。計画書の場合は実施内容（予定を含む）を記入し、報告書の場合は実施実績を記入する。】 

 

■危被害防止のための自主散布基準（※該当箇所を選択。散布基準を添付してもよい（その場合は記入不要）） 

☐ 農林水産航空協会マニュアルによる 

☐ 自主基準 

・住宅地や公共施設等からの距離：    ｍ以内のほ場は散布しない。 

 ・散布を中止する場合の風速：     ｍ／秒の時には散布を中止する。 

 ・上記以外に危被害防止のために設定している散布実施基準の内容 

 
 

 
 

 
 

 

 

項  目 具体的な実施内容（実績）  

１ 航空法における国土交通省への申請 ☐ 申請済       ☐ 申請中 

２ 周辺地域住民等への周知（相談窓口周知も含む） 

☐ 文書による通知、配布    ☐ チラシ（文書含む）回覧    ☐ 看板等の掲示 

☐ 有線・無線放送による通知  ☐ 委託者からの周知       ☐ 該当物件等なし 

☐ その他（                                    ） 

３ 学校、病院等周辺公共施設への周知（相談窓口

周知も含む） 

☐ 訪問による文書通知、配布  ☐ 郵送による文書通知   ☐ チラシ（文書含む）回覧 

☐ 周辺に該当施設等なし    ☐ その他（                    ） 

４ 周辺養蜂への周知（相談窓口周知も含む） 
 ☐ 文書による通知、配布（訪問も含む）   ☐ 危被害防止連絡会議に報告 

 ☐ 周辺に該当なし       ☐ その他（                    ） 

５ 実施計画の掲示場所 
 ☐ 相談窓口 

 ☐ その他（                                    ） 



新 

（様式第２号）                                                   令和  年  月  日 

病害虫防除所長 様                                               

届出者（氏名または団体名） 

                 

令和  年度無人マルチローター空中散布実施報告書 

実施主体名 該当市町村地区 

実施日※ 

作物名※ 

（下記より

選択） 

実施面積※  

農薬の種類※ 

（下記より選択） 

相談窓口※ 

備考 
（下記より選択） （必ず散布する地

区名まで記載する

こと） 

（報告の際は、住民等からの

意見や問合せ及び対応を記載

すること） 
防除委託者名 防除実施者名 

☐ 本人、届出者 

☐ 委託者あり 

☐ 届出者に同じ 

☐ 届出者と異なる 

    

☐ 水稲 

☐ 大豆 

☐ 小麦 

☐ マツ 

☐ その他

（   ） 

 作物名 

 

ｈa 

 

  

☐ 殺虫剤 

☐ 殺菌剤 

☐ 除草剤 

☐ 殺虫殺菌剤 

☐ その他

（     ） 

☐ 届出者と同じ 

  

連絡先：  

 （委託者がある場合、

下記に団体及び氏名を記

載すること） 

（届出者が異なる場合、下

記に団体及び氏名を記載す

ること） 

☐ 届出者と異なる 

所属先： 

    氏名： 

    連絡先： 

※問合せがあった際に当該者に情報提供する。 

 

◆記載注意事項 

(1) 全ての項目を必ず記載すること。 

(2) 相談窓口には、住民等からの問い合わせに対応できる者（防除委託者、防除実施者等）を記載すること。 

  なお、連絡先は電話番号またはメールアドレスを記載すること。 

 

 

 

 



■危被害防止対策 

【入力は選択方式（２～３は複数選択可）。】 

 

■危被害防止のための自主散布基準（※該当箇所を選択。散布基準を添付してもよい（その場合は記入不要）） 

☐ 農林水産航空協会マニュアルによる 

☐ 自主基準 

・住宅地や公共施設等からの距離：    ｍ以内のほ場は散布しない。 

 ・散布を中止する場合の風速：     ｍ／秒の時には散布を中止する。 

 ・上記以外に危被害防止のために設定している散布実施基準の内容 

 
 

 
 

 
 

 
 

項  目 具体的な実施実績 

１ 航空法における国土交通省への申請 ☐ 申請済 

２ 周辺地域住民等への周知（相談窓口周知も含む） 

☐ 文書による通知、配布    ☐ チラシ（文書含む）回覧    ☐ 看板等の掲示 

☐ 有線・無線放送による通知  ☐ 委託者からの周知       ☐ 該当物件等なし 

☐ その他（                                    ） 

３ 学校、病院等周辺公共施設への周知（相談窓口

周知も含む） 

☐ 訪問による文書通知、配布  ☐ 郵送による文書通知   ☐ チラシ（文書含む）回覧 

☐ 周辺に該当施設等なし    ☐ その他（                    ） 

４ 周辺養蜂への周知（相談窓口周知も含む） 
 ☐ 文書による通知、配布（訪問も含む）   ☐ 危被害防止連絡会議に報告 

 ☐ 周辺に該当なし       ☐ その他（                    ） 

５ 実施計画の掲示場所 
 ☐ 相談窓口 

 ☐ その他（                                    ） 

 


